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政策企画課企画統計係☎内線 315

　各制度の詳しい内容は、問合せ先までお気軽にお尋ねください。

分野 制度 対象者 内容

結婚
お見合いシステム

登録促進補助金

・市内在住の 20 歳以上の独身者

・登録期間が 1年未満の

   初回登録者のみ

お見合いシステム（長崎県婚活サポート

センター運営）の登録料（2年間で1万円）

に対し、上限 1/2を補助

結婚

住まい
結婚新生活支援補助金

・市内住宅に居住

・婚姻日の夫婦の年齢が

  それぞれ 39 歳以下

・夫婦の合計所得が 400 万円未満

対象費用：結婚に伴う住居費、リフォー

ム費および引越費用

①夫婦ともに 29 歳以下：上限 60万円
②①以外の世帯：上限 30万円

就職 ふるさと就職奨励金

・45 歳未満の新規学卒者

  または Uターン者

・学校卒業または転入から

   1 年以内の就職

15万円分の地域振興券
※就職または転入から 1年経過後に交付

就職 移住支援金

東京 23 区に居住していた

者、または、東京圏（東京都・

埼玉県・千葉県・神奈川県）

に居住し、東京 23 区に通

勤していた者で本市に転入

した者

就業・テレワーク・創業・関係人口等

の各要件があります。

①世帯：100万円+子育て世帯加算あり
②単身：60万円

住まい

新生活奨励金
転入と同時に民間賃貸住宅

に入居した者

※ 5年間に分けて下記金額を地域振興券で交付

① 45 歳未満：最大 30万円分
② 45 歳以上 65 歳未満：最大 15万円分

定住奨励金

（新規転入者）

※建て替えは対象外

新規転入 ( 転入前に 3 年以

上市外に居住）で転入から

５年以内に住宅を取得した者

A型：市内建築業者による新築

①単身：60万円　②単身以外：100万円
B型：中古住宅の取得

①単身：20万円　②単身以外：30万円
※②の場合：子育て世帯加算あり

定住奨励金

（市内在住者）

※建て替えは対象外

市内在住で本市に住宅を

取得した者

A型：市内建築業者による新築

①単身：30万円　②単身以外：50万円
B型：中古住宅の取得

①単身：10万円　②単身以外：15万円
※②の場合：子育て世帯加算あり
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「すっきり元気教室」に参加してみませんか？　　「介護予防教室」を実施しています
市では、介護が必要な状態になるのを予防し、

いつまでも元気に生活するための教室を開催して

います。

【対象者】

　市内在住で、おおむね 65 歳以上の人

【日時・会場】

　（期間）4月から翌年 3月まで

　（時間）午前 9時 30 分～ 11 時

〇志佐…毎週水曜日　松浦市保健センター

　　　　　　　　　　（すこやか青プラザ３階）

〇今福…毎週木曜日　東部交流センター　

〇福島…毎週水曜日　福島保健センター　

〇鷹島…毎週木曜日　鷹島支所　 

【参加費】

無料 （内容によって実費を伴う場合があります。）

　市では、65 歳以上で日常生活に支障をきたして

いる人（足腰の筋力が弱る、物忘れがある等）に

対し、保健・医療の専門職が６か月間の集中的な

生活機能改善プログラム（週１回、送迎つき）を

行うことで、活動や社会参加の自立を目指すこと

を目的に「介護予防教室」を実施しています。

　「最近、足腰が弱り生活に支障がでるようになっ

た」など、ご相談がありましたら、問合せ先にお

尋ねください。

 松浦市地域包括支援センター   ☎ 72-1111（内線 178）　　
 福島保健センター　☎ 0955-41-3005　鷹島支所　☎ 0955-48-3111（内線 15）

長崎県の統計
イメージキャラクター　杉さん


